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燕市の保育園民営化について 

 

１．保育園の民営化について 

 

保育園の民営化とは・・・・・・ 

保育園の運営を「燕市から社会福祉法人などの民間法人に移管する」ことです。 

 

保育園民営化の背景 

 ① 国・県からの補助がある民営化を進めることで財政負担の軽減が図れる 

② 厳しい財政事情の中、より一層効率的な行政運営による経費の削減など 

③ これまでの保育サービスの向上を図るため 

 ④ 公立保育園の運営・建設に対する国の補助金の打ち切り 

 ⑤ 燕市幼稚園・保育園適正配置実施計画に基づき 

 

 

 

                   

保育園を民営化することにより     

 

 

 

 

２．これまでの保育園民営化の取り組みについての経過 

 

      平成 23年３月    「燕市幼稚園・保育園適正配置実施計画」策定 

   平成 23年４月    (仮称)吉田南地区統合保育園整備事業着手 

              (対象園：吉田南保育園、吉田八千代保育園) 

平成 23年４月    両園の保護者説明会、地元自治会長への説明会開催 

平成 23年６月    整備事業者募集開始 

平成 23年８月    整備事業者決定(吉田福祉会) 

平成 23年９月    保護者・整備事業者・市との三者協議会設置 

           開園に向けての準備開始 

平成 25年４月    新しい統合保育園「きららおひさま保育園」開園 

平成 27年４月    認定こども園「きららおひさまこども園」に移行 

 

 

 

・国の補助金を活用した施設整備が可能 

・民間保育園の持つ良さが発揮できる 

・多様な保育ニーズに迅速に対応 

・国・県から運営費の補助がある 
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３．つぼみ、吉田西太田保育園民営化整備事業の経過と今後の予定 

 

   平成 28年６月９日     ６月市議会の議員協議会で事業概要の説明 

   平成 28年６月 24,25日    つぼみ保育園保護者説明会の開催 

平成 28年６月 25,27日   吉田西太田保育園保護者説明会の開催 

平成 28年７月 11日     つぼみ保育園地域説明会の開催 

平成 28年７月 12日     吉田西太田保育園地域説明会の開催 

平成 28年７月 20日     市議会臨時会の議員協議会で保護者説明会、地域 

説明会の開催状況と今後の対応について報告 

平成 28年９月 ５日     ９月市議会の議員協議会で運営事業者募集要項 

(案)について説明 

平成 28年９月 29日        第１回運営事業者選定委員会の開催  

 

以下予定 

 

平成 28年 10月 ６日       運営事業者募集要項の公開  

平成 28年 10月 27日       運営事業者説明会の開催 

平成 28年 12月 ２日       運営事業者募集締め切り 

平成 28年 12月中旬        応募者によるプレゼンテーションの開催 

平成 29年１月中旬       選定結果の報告、運営事業者の決定 

平成 29年２月～           運営事業者との民営化移行への協議開始 

   平成 31年４月       民営化により保育園開園 
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４．民営化移行までの流れについて 

 

H28年７月～ 

８月 

 

 

 

 

 

 

H28年 

９月以降 

 

保護者・地域の皆さん 燕  市 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

・保護者の代表 

  地域の皆さん 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

選定委員会の開催 

 

 

・学識経験者 

・知識経験者 

 

・募集要項素案の策定 

 

 

事業者の公募 

 

 

 

・募集要項の審議・決定 

 

 

 

 

 

     

 

事業者の 

決定後 

 

 

保護者・地域の皆さん 保育園運営事業者 燕  市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(予定) 

H31年４月 

民営化後 

 

 

・民営化後もサポート 

 

保育園の運営 

 

 

・訪問指導による 

サポート 

・指導・監督 

 

 

より良い運営のための三者協議会を設置 

※よりよい保育のため、三者協議会で話し合います 

※民営化後も一定期間実施 

スムーズな移行のための 

引継ぎ期間 

民営化に関する説明会の開催 

事業者の選考 事業者の 

最終決定 

決定 


